
  

一 

令和 6 年 5 月 31 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第３８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

教
育
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

訓
令
・
収
用
委
員
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

人

事

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 
彦 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
䥹
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
䥺
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

別
表
各
課
共
通
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔
を
䣓
並
び
に
休
日
䣔
に
改
め
䣍
同
項

課
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

三 

神 
 

 
 

彰 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
䥹
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
䣎 

 

別
表
第
一
各
課
共
通
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
八
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
䣔
に
䣍
䣓
及
び
䣔
を
䣓
並
び
に
䣔
に
改

め
䣍
同
表
総
務
企
画
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔
を
䣓
並
び
に

休
日
䣔
に
改
め
䣍
同
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
䣓
子
育
て
部
分
休
暇
䣔
の
下
に
䣓
並
び
に
所
長

の
子
育
て
部
分
休
暇
䣔
を
加
え
䣍
同
表
土
地
事
業
調
整
課
の
項
第
一
号
イ
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔

を
䣓
並
び
に
休
日
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
表
第
二
各
出
先
機
関
共
通
の
項
第
一
号
ホ
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔
を
䣓
並
び
に
休
日
䣔
に
改

め
䣍
同
号
チ
中
䣓
看
護
休
暇
及
び
䣔
を
䣓
看
護
休
暇
並
び
に
所
属
職
員
の
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
別
表
第
一
総
務
企
画
課
の
項
第

四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
及
び
別
表
第
二
各
出
先
機
関
共
通
の
項
第
一
号
チ
の
改
正
規
定
は
䣍
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
六
号 

 
 

 
千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
処
務
規
程
䥹
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
九
条
第
一
項
第
九
号
中
䣓
週
休
日
の
振
替
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の

割
振
り
䣍
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
䣔
に
䣍
䣓
及
び
䣔
を
䣓
並
び
に
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

5 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３８号 令和 6 年 5 月 31 日 (金曜日) 
 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

訓

令 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
䥹
昭
和
四
十
年
千
葉
県
訓
令
第
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
䣎 

 

第
六
条
第
三
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休

日
等
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔
を
䣓
並
び
に
休
日
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
七
条
第
四
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休

日
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

教

育

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 
冨 

塚 
 

昌 

子 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本 

 
 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
育
事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

機

関 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
䥹
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

別
表
第
一 

三 

そ
の
他
の
事
務
の
表
各
課
共
通
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中
䣓
週
休
日
の
振

替
及
び
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休
日
等
の
振
替
並
び
に
䣔

に
改
め
䣍
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
九
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
䣍
䣓
及
び
䣔
を
䣓
並
び
に
䣔
に
改
め
る
䣎 

別
表
第
二
第
九
号
及
び
別
表
第
三
第
十
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
䣍
䣓
及
び
䣔
を
䣓
並
び
に
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

選

挙

管

理

委

員

会

訓

令 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
職
員 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
䥹
昭
和
三
十
六
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号
䥺
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
第
八
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割

振
り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

訓

令

・

収

用

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千

葉

県

知

事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
収
用
委
員
会
会
長 

 

三 

谷 
 

 
 

紘 
 

 

千

葉

県 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
䥹
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
・
千
葉
県
収
用
委
員
会
訓
令
第
一

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
三
条
第
三
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休

日
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

     

訓
令
第
一
号 
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葉
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四
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二
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五
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